
上記事項につきましては、法令および当社定款第15条の規定に基づき、
書面交付請求をいただいた株主様に対して交付する書面（電子提供措置
事項記載書面）への記載を省略しております。

第37回定時株主総会の招集に際しての

電 子 提 供 措 置 事 項

■事業報告

　・業務の適正を確保するための体制及び

　　当該体制の運用状況

■連結計算書類

　・連結株主資本等変動計算書

　・連結注記表

■計算書類

　・株主資本等変動計算書

　・個別注記表

（自　2022年４月１日　至　2023年３月31日）

オーウイル株式会社



業務の適正を確保するための体制及び当該体制の運用状況
＜業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要＞

取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制そ

の他会社の業務の適正を確保するための体制についての決定内容の概要は以下

のとおりであります。

(1) 当社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確

保するための体制

① 「オーウイルコンプライアンス憲章」を制定し、役職員の業務遂行に係る

法令遵守体制を整備するとともに、企業倫理の確立を図る。

② 当社はコンプライアンスの徹底を経営の基本原則として位置付け、「コン

プライアンス規程」を制定し、それに基づいたコンプライアンス委員会を

設置するとともに、役職員に対する教育・研修を継続的に実施し、役職員

におけるコンプライアンスの徹底に努める。

③ 社長直轄の内部監査室による監査を実施し、取締役会に対して、コンプラ

イアンスの状況を報告するとともに、その体制の見直しを随時行う。

④ 内部通報制度を導入し、法令・定款等の違反行為を未然に防止するととも

に、外部専門家と協力しながら適正に対応する。

⑤ 法令・定款違反等の行為が発見された場合には、取締役会において迅速に

状況を把握するとともに、外部専門家と協力しながら適正に対応する。

⑥ 当社は反社会的勢力に対し、一切の関係を持たず、反社会的勢力からの不

当要求には応じないことを規程等に明文化し、社内の周知徹底を図る。

⑦ 財務報告の信頼性を高めるため、金融商品取引法その他の関連法令に従

い、財務報告に係る内部統制の整備及び運用を行う。

(2) 当社の取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
① 取締役及び従業員の職務執行に係る情報については、文書・情報の取扱い

に関する規程に従い、議事録、稟議書、契約書、報告書その他取締役の職
務の執行に係る文書・情報を適切に保存、管理する。

② 保存期間は、文書・情報の種類、重要性に応じて社内規程に規定された期
間とする。

③ 取締役は、必要に応じていつでもこれら保存された文書を閲覧することが
できるものとする。

(3) 当社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
① 当社の事業活動の遂行に関するリスクについては、管理本部を中心に全社

連携によるリスクマネジメント体制を基本とする。
② 当社は、必要に応じて規程、ガイドライン、マニュアルの制定・配布等を

行い、損失の危険を予防・回避する。
③ リスクが顕在化し、重大な損害の発生が予測される場合は、代表取締役社

長が指揮する緊急対策本部を設置し、リスクへの対処・最小化に努める。
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(4) 当社の取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
① 当社は、「取締役会規程」「組織管理規程」「職務権限規程」等の規程に

基づき、取締役会の決議事項や報告事項に関する基準、組織の分掌業務、
案件の重要度に応じた決裁権限等を定め、取締役の職務執行の効率性を確
保する。

② 取締役会については「取締役会規程」に基づき運営され、毎月１回以上こ
れを開催することを原則とする。取締役会では意思疎通を図るとともに、
相互に業務執行を監督し、必要に応じて顧問弁護士及び会計監査人等より
専門的な助言を受ける。

(5) 当社及び子会社から成る企業集団（以下、「当社グループ」という。）に
おける業務の適正を確保するための体制
当社は、子会社との取引が法令に従い適切に行われること、さらに子会社

が適切な事業運営を行うため、親会社への定期的な財務報告、損失の危険発
生時の親会社への速やかな連絡等の体制を整備する。

・子会社の取締役等の職務の執行に係る事項の当社への報告に関する体制
当社は、原則として、当社の取締役又は使用人に子会社の取締役を兼務さ

せ、当該兼務者をして、子会社の代表取締役及びその他の業務執行取締役の
職務執行状況を当社に報告させる。

・子会社の損失の危険の管理に対する規程その他の体制
① 当社は、子会社の損失の危険を適切に管理するため、「関係会社管理規

程」を制定し、同規程に基づいて子会社の管理を行う。
② 当社グループの業務や財産の実態、想定されるリスク、その管理状況を把

握し、経営の合理化及び効率性の増進を図るため、当社内部監査室は当社
グループ各社に対しリスク管理状況の監査、有効性の評価を行い、必要に
応じ、当社の代表取締役社長を通じて取締役会に報告し、改善策が講じら
れる体制を整備する。

・子会社の取締役等の職務の執行が効率的に行われることを確保するための
体制

① 当社は、子会社の機関設計及び業務執行体制につき、子会社の事業、規
模、当社グループ内における位置づけ等を勘案の上、定期的に見直し、効
率的にその業務が執行される体制が構築されるよう、監督する。

② 当社は、子会社における意思決定について、子会社の各種規程に基づき、
子会社における業務執行者の権限と責任を明らかにさせ、組織的かつ効率
的な業務執行が行われるよう、必要に応じて指導を行う。

・子会社の取締役等及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合すること
を確保するための体制

① 当社は、子会社に対し、「オーウイルコンプライアンス憲章」の周知徹底
を要請し、当社グループ全体としての統制環境の醸成に努める。
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② 当社は、当社の内部監査室をして、定期的に子会社に対する内部監査を実
施させ、その結果を当社取締役会に報告させることにより、子会社におけ
る法令・定款違反を未然に防止するとともに、発見された問題への対策を
適時適切に講じる。

(6) 当社の監査等委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査等委員会が必要とする時には、補助すべき使用人を監査等委員会の事

務局として設置する。

(7) 前号の取締役及び使用人の他の取締役（監査等委員である取締役を除
く。）からの独立性に関する事項並びに当該取締役及び使用人に対する監
査等委員会の指示の実効性の確保に関する事項

① 監査等委員会の職務を補助すべき使用人の任命、異動及び人事権に係る事
項の決定には、監査等委員会の事前の同意を得るものとする。

② 補助使用人は、監査等委員である取締役の指揮命令に従わなければならな
い。

③ 取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は補助使用人の業
務が円滑に行われるよう、監査環境の整備に協力する。

④ 補助使用人は、必要に応じて外部専門家等の監査業務に関する助言を受け
ることができる。

(8) 当社の監査等委員会への報告に関する体制
・当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人が監査等委

員会に報告をするための体制
① 当社の取締役（監査等委員である取締役を除く。）及び使用人は、監査等

委員会の要請に応じて必要な報告をすることとする。具体的には、取締役
会や重要な会議等への監査等委員である取締役の出席について規定すると
ともに、社長決裁稟議書等の監査等委員である取締役への回覧、内部監査
結果報告等の体制を整備する。

② 監査等委員である取締役が代表取締役社長や会計監査人と定期的に意見交
換する場を設ける。

③ 内部監査室は、監査等委員である取締役と定期的に内部監査の結果につい
て協議及び意見交換を行い、情報交換及び緊密な連携を図る。

・子会社の取締役、監査役、業務を執行する社員、使用人等又はこれらの者
から報告を受けた者が監査等委員会に報告をするための体制
子会社の取締役等、社員、使用人等又はこれらの者から報告を受けた者

は、業務の執行状況及び経営に大きな影響を及ぼす重要課題について、迅速
かつ適切に当社の監査等委員会に報告する体制を整備する。
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(9) 前号の報告をした者が当該報告をしたことを理由として不利な取扱いを受
けないことを確保するための体制
当社及び子会社は、報告した者に対し、当該報告をしたことを理由として

不利な取扱いを行うことを禁止し、その旨を当社グループの役職員に周知徹
底する。

(10) 当社の監査等委員の職務の執行（監査等委員会の職務に関するものに限
る。）について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項
監査等委員会がその職務の執行について生ずる費用又は負担した債務の

弁済を請求した時には、その費用等が監査等委員会の職務の執行について
生じたものではないことを証明できる場合を除き、これに応じる。

(11) その他当社の監査等委員会の監査が実効的に行われることを確保するた
めの体制

① 監査等委員会は「監査等委員会規程」に基づき、監査を行う。
② 代表取締役社長は、監査等委員である取締役と定期的に会合し、コンプ

ライアンス面や内部統制の整備状況などについて意見交換を行う。
③ 監査等委員である取締役は、内部監査室及び会計監査人と定期的に情報

交換を行い、重要な情報を共有できるようにする。

＜業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要＞
当社グループは、上記に掲げた内部統制システムを整備しておりますが、そ

の基本方針に基づき以下の具体的な取組みを行っております。

(1) 取締役の職務の執行に関する取組み
当事業年度は、取締役会16回を開催し、経営戦略に関する重要事項の決定

及び各取締役の業務執行状況の監督を行いました。

(2) コンプライアンスに関する取組みの状況
コンプライアンス意識の向上と不正行為等の防止を図るため、コンプライ

アンス委員会を定時開催し、当社グループにおけるコンプライアンス上の課
題及びその対応策について確認し、審議いたしました。同委員会には顧問弁
護士及び監査等委員である取締役も出席しており、重要な法的判断及びコン
プライアンスに関する事項等については、必要に応じて助言を受けておりま
す。

法令違反、不正行為等の未然防止及び早期発見を目的として、通報窓口を
外部に設け、従業員に周知しております。通報・相談に対しては、関連部署
が責任をもって事実を調査し、必要に応じて是正措置・再発防止策を講じて
おります。また、通報者への不利な取扱いを禁止した社内規程を制定してお
ります。
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(3) リスク管理に関する取組みの状況
当社は、リスクを適切に管理し、損害の発生・拡大を未然に防ぐこと、ま

た、食品原材料を取り扱っていることから、食の安全性の確保が重要課題と
認識しており、コンプライアンス委員会とは別に、品質管理委員会を設置し
ております。月例の勉強会を通じ、クレーム対応や品質管理状況を分析し、
記録を集積するなど、リスクの低減及び品質・サービスの維持改善に努めて
おります。なお、コンプライアンス委員会並びに品質管理委員会の活動内容
は取締役会に報告されております。

(4) 当社グループにおける業務の適正の確保に関する取組みの状況
子会社は、「関係会社管理規程」に基づき、定められた重要な事項につい

て承認申請・報告がなされております。また、監査等委員である取締役及び
内部監査室が定期的に監査・指導を行っております。

子会社との取引については、取引の必要性、取引条件及びその決定方法の
妥当性について、当社が事前に確認を行っており、特に、重要と考えられる
取引については、取締役会において、その取引の必要性及び妥当性を十分に
審議し、意思決定を行っております。

(5) 監査等委員会の監査に関する運用状況
監査等委員である取締役は、取締役会のほか、コンプライアンス委員会や

品質管理委員会等の重要な会議への出席、各部門へのヒアリング、子会社の
調査を通して、業務執行の報告を受けるとともに、その意思決定の過程や内
容について監督を行っております。加えて、当社及び子会社の代表取締役と
の意見交換を定期的に行っております。

会計監査人との関係においては、監査の独立性と適正性を監視しながら、
監査計画報告書及び会計監査結果報告の受領並びに情報交換・意見交換を行
っております。

監査等委員である取締役は、内部監査室が行った監査に関する報告を受け
るほか、日常的にコミュニケーションを図り、当社グループ全体で効果的な
監査を行っております。

 (注) 本事業報告中に記載の金額及び株式数は表示単位未満の端数を切り捨
て、比率については四捨五入して表示しております。
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(2022年４月１日から)2023年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式
株 主 資 本
合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 363,387 292,475 2,712,605 △259 3,368,209

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △148,035 △148,035

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

580,452 580,452

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

－

当連結会計年度変動額合計 － － 432,416 － 432,416

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 363,387 292,475 3,145,022 △259 3,800,625

そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額
非 支 配 株 主
持 分

純 資 産 合 計その他有価証券評
価 差 額 金

繰延ヘッジ
損 益

為 替 換 算
調 整 勘 定

その他の包括利
益 累 計 額 合 計

当 連 結 会 計 年 度 期 首 残 高 249,627 12,659 50,714 313,001 83,977 3,765,188

当連結会計年度変動額

剰 余 金 の 配 当 △148,035

親 会 社 株 主 に 帰 属 す る
当 期 純 利 益

580,452

株主資本以外の項目の連結会計
年 度 中 の 変 動 額 ( 純 額 )

△68,561 △19,279 26,465 △61,375 28,576 △32,798

当連結会計年度変動額合計 △68,561 △19,279 26,465 △61,375 28,576 399,618

当 連 結 会 計 年 度 末 残 高 181,066 △6,619 77,180 251,626 112,554 4,164,806

連結株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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連結注記表

１. 連結計算書類作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結の範囲に関する事項

①　連結子会社の数 ２社　株式会社サンオーネスト

J.S.O'will,Inc.

②　非連結子会社の数 １社　株式会社アクセルテック

　　非連結子会社につきましては小規模であり、総資産、売上高、当期純損益及び利益

剰余金等は、いずれも連結計算書類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲

から除外しております。

(2) 持分法の適用に関する事項

①　持分法を適用していない非連結子会社及び関連会社

持分法を適用していない非連結子会社 １社　　株式会社アクセルテック

持分法を適用していない関連会社 該当事項はありません。

　持分法を適用していない非連結子会社は小規模であり、当期純損益及び利益剰余金

等からみて、持分法の対象から除いても連結計算書類に及ぼす影響が軽微であり、か

つ全体として重要性がないため持分法を適用しておりません。

(3) 連結子会社の事業年度等に関する事項

すべての連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度と一致しております。

(4) 会計方針に関する事項

①　重要な資産の評価基準及び評価方法

・有価証券

その他有価証券

市場価格のない株式

等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等 移動平均法による原価法

・デリバティブ 時価法

・商品及び製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・未着商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

・原材料及び貯蔵品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）
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②　重要な減価償却資産の減価償却の方法

・有形固定資産 定率法

（リース資産を除く） ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物及び構築物　　　　　　　　　　15～40年

機械及び装置　　　　　　　　　　　２～10年

工具、器具及び備品　　　　　　　　２～20年

・無形固定資産 定額法

（リース資産を除く） ただし、ソフトウエア（自社利用分）につきまして

は、社内における利用可能期間（主として５年）に基

づく定額法によっております。

・リース資産 リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額

法を採用しております。

③ 重要な引当金の計上基準

・貸倒引当金 売上債権等の貸倒損失に備えるため、一般債権につい

ては貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債権に

ついては、個別に回収可能性を検討し、回収不能見込

額を計上しております。

・賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち

当連結会計年度に負担すべき額を計上しております｡

④　重要な収益及び費用の計上基準

当社グループは、飲料・食品の製造用原料及び製品（食品副原料、農産物加工品、乳及

び乳製品、飲料製品等）及びその他（排水浄化プラント、大型シーリングファン等）の

販売を行っている「卸売事業」とアイスクリーム等の製造・販売を行っている「製造販

売事業」を主な事業としております。

・卸売事業

　飲料・食品の製造用原料及び製品においては、履行義務が充足される検収時点で収

益を認識しております。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定

める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の販売において、出荷時から当該商品又

は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時

に収益を認識しております。取引の対価は、概ね２カ月以内に受領しており、重要な

金融要素及び重要な対価の変動はありません。

　なお、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配

する履行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。

・製造販売事業

　アイスクリームの販売においては、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98

項に定める代替的な取扱いを適用し、商品又は製品の販売において、出荷時から当該

商品又は製品の支配が顧客に移転される時までの期間が通常の期間であるため、出荷
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時に収益を認識しております。取引の対価は、概ね２カ月以内に受領しており、重要

な金融要素及び重要な対価の変動はありません。

⑤ 重要な外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、連結会計年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差

額は損益として処理しております。

⑥ 重要なヘッジ会計の方法

ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要

件を充たしている場合には振当処理を採用しておりま

す。

ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引

ヘッジ方針 為替変動リスクを低減するため、対象債権債務の範囲

内でヘッジを行っております。

ヘッジ有効性の評価方法 為替予約については、ヘッジ対象とヘッジ手段の通貨

種別等、取引の重要な条件が同一であり相関関係は完

全に確保されていることから、有効性の評価を省略し

ております。

２. 会計方針の変更

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月

17日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当連結会計年度の期首から適用し、

時価算定会計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準

適用指針が定める新たな会計方針を将来にわたって適用しております。

　これによる、連結計算書類に与える影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りは、連結計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出

しております。当年度の連結計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、

翌年度の連結計算書類に影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りです。

（1）固定資産の減損損失の要否

①当年度の連結計算書類に計上した金額

製造販売事業においては、新型コロナウイルス感染症等の影響により受注が減少し、営

業活動から生じる損益が継続してマイナスとなっていることから、減損の兆候があると判

断し、減損損失の計上の要否について検討を行いました。検討の結果、当該事業につい

て、割引前将来キャッシュ・フローが固定資産の帳簿価額376,331千円を超えると判断さ

れたため、減損損失は計上しておりません。
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②会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社グループは、固定資産の減損の兆候を把握するに当たり、資産のグルーピングを連

結会社単位で行っております。各連結会社の営業損益が過去又は翌期見込みも含め２期連

続でマイナスとなる場合等に、減損の兆候があると判断しております。減損の兆候が存在

する場合には、該当する連結会社の将来キャッシュ・フローを見積り、割引前将来キャッ

シュ・フローの合計額が固定資産の帳簿価額を下回る場合に、帳簿価額を回収可能価額

（正味売却価額又は使用価値）まで減額し減損損失として計上することとしております。

製造販売事業の将来キャッシュ・フローの見積りは、事業計画を基礎としており、既存

顧客に対する販売数量の増加及び新規顧客の獲得を見込む計画を仮定として織り込んでい

ます。この予測は高い不確実性を伴い、将来キャッシュ・フローの見積りに重要な影響を

及ぼす可能性があります。

（2）棚卸資産の評価

①当年度の連結計算書類に計上した金額

　商品及び製品　2,163,607千円

　うち、当社の商品及び製品は、2,091,631千円であります。

②会計上の見積りの内容について連結計算書類利用者の理解に資するその他の情報

当社の商品及び製品は、期末における正味売却価額が取得原価よりも下落している場合

には、当該差額を評価損として処理しております。また、営業循環過程から外れた滞留又

は処分見込等の商品及び製品については、帳簿価額を処分見込価額まで切り下げておりま

す。営業循環過程から外れたかの判断には、過去の販売実績や評価時点で入手可能な情報

を基に、将来の販売予測を見積り、有効期限までに販売できないと見込まれる商品及び製

品を識別しております。今後も市場の状況や商品及び製品の需要が当初の想定を下回り、

販売予測に見直しが必要な場合、翌連結会計年度に係る連結計算書類において評価損の金

額に影響を及ぼす可能性があります。
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①有形固定資産の減価償却累計額 455,795千円

株式会社アクセルテック 38,144千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 3,150,000株 － － 3,150,000株

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首の株式数 当連結会計年度増加株式数 当連結会計年度減少株式数 当連結会計年度末の株式数

普 通 株 式 304株 － － 304株

決 議 株式の種類
配当金
の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効 力 発 生 日

2022年６月23日
定 時 株 主 総 会

普通株式 148,035 47 2022年３月31日 2022年６月24日

決 議 株式の種類 配当の原資
配当金
の総額
(千円)

１株当たり
配当額(円)

基 準 日 効力発生日

2023年６月22日
定 時 株 主 総 会

普通株式 利益剰余金 148,035 47 2023年３月31日 2023年６月23日

４. 連結貸借対照表に関する注記

②保証債務

連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

③投資有価証券で非連結子会社に対するものは20,000千円であります。

５. 連結株主資本等変動計算書に関する注記

(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

(3) 剰余金の配当に関する事項

① 配当金支払額

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生が翌連結会計年度になる

もの
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６. 金融商品に関する注記

(1) 金融資産の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針

　当社グループは、販売計画及び設備投資計画に照らして、必要な資金（主に銀行借入）

を調達しております。一時的な余資は安全性の高い金融資産で運用し、短期的な運転資金

を銀行借入により調達しております。デリバティブは、後述するリスクを回避するために

利用しており、投機的な取引は行わない方針であります。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク

　営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、

外貨建ての営業債権は、為替の変動リスクに晒されておりますが、為替予約を利用してヘ

ッジしております。投資有価証券は、主に業務上の関係を有する企業の株式であり、市場

価額の変動リスクに晒されております。

　営業債務である買掛金は、そのほとんどが４ヶ月以内の支払期日であります。また、一

部の原材料の輸入に伴う外貨建ての営業債務については、為替の変動リスクに晒されてお

りますが、その大部分は為替予約を利用してヘッジしております。

　借入金及びリース債務は、主に運転資金及び設備投資に係る資金調達を目的としたもの

であります。

　デリバティブ取引は、外貨建ての営業債権債務に係る為替の変動リスクに対するヘッジ

を目的とした為替予約取引であります。なお、ヘッジ会計に関するヘッジ手段とヘッジ対

象、ヘッジ方針、ヘッジの有効性の評価方法等については、前述の「１.(4) 会計方針に

関する事項　⑥　重要なヘッジ会計の方法」をご参照ください。

③ 金融商品に係るリスク管理体制

・信用リスク(取引先の契約不履行等に係るリスク）の管理

　当社グループは、与信管理規程に従い、営業債権について経理・財務部が主要な取引

先の状況を定期的にモニタリングし、取引先毎に期日及び残高を管理するとともに、財

務状況等の悪化等による回収懸念の早期把握や軽減を図っております。

・市場リスク（為替や金利等の変動リスク）の管理

　当社グループは、外貨建ての営業債権債務について、通貨別月別に把握された為替の

変動リスクに対して、大部分は為替予約を利用してヘッジしております。

　投資有価証券については、定期的に時価や発行体（取引先企業）の財務状況等を把握

しております。

　デリバティブ取引の執行・管理については、取引権限及び取引限度額等を定めたデリ

バティブ取引運用規程に基づき、担当部署が決裁担当者の承認を得て行っております。

・資金調達に係る流動性リスク（支払期日に支払いを実行できなくなるリスク）の管理

　当社グループは、各部署からの報告に基づき経理・財務部が適時に資金繰計画を作

成・更新するとともに、手許流動性の維持などにより流動性リスクを管理しておりま

す。
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連結貸借対照表
計上額（*）

時価(*) 差額

① 投資有価証券 501,121 501,121 －

② 長期借入金 (2,137,742) (2,137,907) 165

③ リース債務 (88,687) (88,687) 0

④ デリバティブ取引 (9,541) (9,541) －

区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

投資有価証券

その他有価証券

株式

デリバティブ取引

　　通貨関連

501,121

－

－

9,541

－

－

501,121

9,541

(2) 金融商品の時価等に関する事項

　2023年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次

のとおりであります。「現金及び預金」、「受取手形」、「売掛金」及び「買掛金」につ

いては、現金であること、及び短期間で決済されるため時価が帳簿価額に近似するもので

あることから、記載を省略しております。

　非上場株式（連結貸借対照表計上額20,000千円）は、市場価格がない株式等のため、

「①投資有価証券」には含めておりません。

　　　　　　　　               　　　　　　　　                    (単位：千円）

(*)負債に計上されているものについては、（　）で示しております。

（3) 金融商品の時価の適切なレベルごとの内訳等に関する事項

　金融商品の時価を、時価の算定に用いたインプットの観察可能性及び重要性に応じて、

以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形

成される当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価

レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット

以外の時価の算定に係るインプットを用いて算定した時価

レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

　時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのイ

ンプットがそれぞれ属するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベル

に時価を分類しております。

①　時価をもって連結貸借対照表計上額とする金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

投資有価証券

　上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引され
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区分
時価

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

長期借入金 － 2,137,907 － 2,137,907

リース債務 88,687 88,687

ているため、その時価をレベル１の時価に分類しております。

デリバティブ取引

　為替予約の時価は、為替レート等の観察可能なインプットを用いて割引現在価値法

により算定しており、レベル２の時価に分類しております。

②　時価をもって連結貸借対照表計上額としない金融資産及び金融負債

（単位：千円）

（注）時価の算定に用いた評価技法及びインプットの説明

長期借入金及びリース債務

　これらの時価は、元利金の合計額と、当該債務の残存期間及び信用リスクを加味し

た利率を基に、割引現在価値法により算定しており、レベル２の時価に分類しており

ます。
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報告セグメント 当連結会計年度

卸売事業

　食品副原料

　農産物加工品

　乳及び乳製品

　飲料製品

　その他

製造販売事業

9,238,147

8,931,044

7,313,473

1,993,029

3,402,488

377,331

顧客との契約から生じる収益 31,255,516

その他の収益 －

外部顧客への売上高 31,255,516

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権（期首残高） 4,271,104

顧客との契約から生じた債権（期末残高） 4,568,646

契約負債（期首残高） 7,891

契約負債（期末残高） 367

７. 収益認識に関する注記

(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

（単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報

顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１.（4）会計方針に

関する事項　④　重要な収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報

① 契約資産及び契約負債の残高等

　（単位：千円）

② 残存履行義務に配分した取引価格

当社グループにおいては、予想契約期間が１年を超える重要な取引がないため、実務上の

便法を適用し、記載を省略しております。また、顧客との契約から生じる対価の中に、取

引価格に含まれていない重要な金額はありません。
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(1) １株当たり純資産額 1,286円55銭

(2) １株当たり当期純利益 184円29銭

８.１株当たり情報に関する注記

９.重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

１０.その他の注記事項

記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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(2022年４月１日から)2023年３月31日まで
（単位：千円）

株 主 資 本

資 本 金

資本剰余金 利 益 剰 余 金

自己株式
株主資本
合 計資 本

準 備 金

資 本
剰 余 金
合 計

利 益
準 備 金

そ の 他 利 益
剰 余 金 利 益

剰 余 金
合 計

別 途
積 立 金

繰越利益
剰 余 金

当 期 首 残 高 363,387 288,387 288,387 2,465 50,000 2,601,799 2,654,264 △259 3,305,780

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △148,035 △148,035 △148,035

当 期 純 利 益 521,250 521,250 521,250

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

－

当期変動額合計 － － － － － 373,214 373,214 － 373,214

当 期 末 残 高 363,387 288,387 288,387 2,465 50,000 2,975,014 3,027,479 △259 3,678,995

評 価 ・ 換 算 差 額 等
純 資 産 合 計

その他有価証券評価差額金 繰 延 ヘ ッ ジ 損 益 評価・換算差額等合計

当 期 首 残 高 249,627 12,659 262,287 3,568,067

当 期 変 動 額

剰余金の配当 △148,035

当 期 純 利 益 521,250

自己株式の取得 －

株主資本以外の項目の事
業年度中の変動額(純額)

△68,561 △19,279 △87,840 △87,840

当期変動額合計 △68,561 △19,279 △87,840 285,373

当 期 末 残 高 181,066 △6,619 174,446 3,853,441

株主資本等変動計算書

（注） 記載金額は千円未満を切り捨てて表示しております。
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個別注記表

１. 重要な会計方針に係る事項に関する注記

(1) 資産の評価基準及び評価方法

① 子会社株式及び関連会社株式 移動平均法による原価法

② その他有価証券

・市場価格のない株式

　等以外のもの 時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、

売却原価は移動平均法により算定）

③ デリバティブの評価基準及び評価方法

・デリバティブ 時価法

④ 棚卸資産の評価基準及び評価方法

・商品及び製品 総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低

下に基づく簿価切下げの方法により算定）

・未着商品 個別法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下

に基づく簿価切下げの方法により算定）

(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産 定率法

ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附

属設備を除く）並びに2016年４月１日以降に取得した

建物附属設備及び構築物については、定額法によって

おります。

なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　　　　　15～40年

工具、器具及び備品　　　　　　　　３～20年

② 無形固定資産 定額法

ただし、ソフトウエア（自社利用分）につきまして

は、社内における利用可能期間（主として５年）に基

づく定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準

① 貸倒引当金 売上債権、貸付金等の貸倒損失に備えるため、一般債

権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定

の債権については、個別に回収可能性を検討し、回収

不能見込額を計上しております。

② 賞与引当金 従業員の賞与の支払に備えて、賞与支給見込額のうち

当事業年度に負担すべき額を計上しております。
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(4) 重要な収益及び費用の計上基準

　当社は、飲料・食品の製造用原料及び製品（農産物加工品、食品副原料、乳及び乳製品、

飲料製品等）及びその他（排水浄化プラント、大型シーリングファン等）の販売を行ってお

ります。

　当社は、顧客との契約に基づき約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、

当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識しております。

　飲料・食品の製造用原料及び製品においては、履行義務が充足される検収時点で収益を認

識しております。また、「収益認識に関する会計基準の適用指針」第98項に定める代替的な

取扱いを適用し、商品又は製品の販売において、出荷時から当該商品又は製品の支配が顧客

に移転される時までの期間が通常の期間である場合には、出荷時に収益を認識しておりま

す。取引の対価は、概ね２カ月以内に受領しており、重要な金融要素及び重要な対価の変動

はありません。

　なお、顧客との約束が財又はサービスを他の当事者によって提供されるように手配する履

行義務である場合には、代理人として純額で収益を認識しております。

(5) 外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準

　外貨建金銭債権債務は、事業年度末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損

益として処理しております。

(6) 重要なヘッジ会計の方法

① ヘッジ会計の方法 繰延ヘッジ処理によっております。

なお、為替変動リスクのヘッジについて振当処理の要

件を充たしている場合には振当処理を採用しておりま

す。

② ヘッジ手段とヘッジ対象 ヘッジ手段…為替予約

ヘッジ対象…外貨建債権債務及び外貨建予定取引

③ ヘッジ方針 為替変動リスクを低減するため、対象債権債務の範囲

内でヘッジを行っております。

④ ヘッジ有効性の評価方法 為替予約については、ヘッジ対象とヘッジ手段の通貨

種別等、取引の重要な条件が同一であり相関関係は完

全に確保されていることから、有効性の評価を省略し

ております。
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２. 会計方針の変更

時価の算定に関する会計基準の適用指針の適用

　「時価の算定に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準適用指針第31号　2021年６月17

日。以下「時価算定会計基準適用指針」という。）を当事業年度の期首から適用し、時価算定会

計基準適用指針第27-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準適用指針が定め

る新たな会計方針を将来にわたって適用しております。

　これによる計算書類に与える影響はありません。

３. 会計上の見積りに関する注記

　会計上の見積りは、計算書類作成時に入手可能な情報に基づいて合理的な金額を算出しており

ます。当年度の計算書類に計上した金額が会計上の見積りによるもののうち、翌年度の計算書類

に影響を及ぼすリスクがある項目は以下の通りです。

　棚卸資産の評価

　①当年度の計算書類に計上した金額

　　商品及び製品　2,091,631千円

　②会計上の見積りの内容について計算書類利用者の理解に資するその他の情報

　「連結注記表　３．会計上の見積りに関する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記

を省略しております。

４. 収益認識に関する注記

　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報について、「連結注記表　７.

収益認識に関する注記」に同一の内容を記載しておりますので注記を省略しております。
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① 短期金銭債権 95,545千円

② 短期金銭債務 152,577千円

 売　上　高 321,758千円

 仕　入　高 768,676千円

 営業取引以外の取引高 667千円

株 式 の 種 類 当事業年度期首の株式数 当事業年度増加株式数 当事業年度減少株式数 当事業年度末の株式数

普 通 株 式 304株 － － 304株

５. 貸借対照表に関する注記

(1) 有形固定資産の減価償却累計額　　　　　　　　　　　　　　 166,027千円

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

(3) 債務保証

　　連結会社以外の会社の金融機関からの借入に対し、債務保証を行っております。

　　　株式会社アクセルテック　　　　　　　　　　　　　　　　　38,144千円

６. 損益計算書に関する注記

関係会社との取引高

７. 株主資本等変動計算書に関する注記

自己株式の種類及び株式数に関する事項
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棚卸資産評価損 9,328千円

貸倒引当金繰入額 23,110千円

賞与引当金繰入額 11,560千円

未払事業税 8,496千円

未払事業所税

未払費用

240千円

1,991千円

土地減損損失 1,531千円

建物減損損失 7,560千円

関係会社株式評価損 30,620千円

資産除去債務 294千円

繰延ヘッジ損益 2,921千円

その他 107千円

繰延税金資産小計 97,762千円

評価性引当額 －千円

繰延税金資産合計 97,762千円

その他有価証券評価差額金 79,911千円

その他 14千円

繰延税金負債合計 79,925千円

繰延税金資産（負債）の純額 17,836千円

８. 税効果会計に関する注記

　繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

繰延税金資産

　　　　繰延税金負債
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種類 会社等の名称
議決権等の所有

（被所有)割合(%)

関連当事者と

の関係
取引内容

取引金額

(千円)
科目

期末残高

（千円)

子会社
株式会社

サンオーネスト

所有

　直接　100

資金の貸付 利息受取

 (注）
54 短期貸付金 200,000

長期貸付金 350,000

非連結

子会社

株式会社

アクセルテック

所有

　直接　100

資金の貸付
資金の返済 30,000 短期貸付金 30,000

利息受取

 (注）
612 長期貸付金 90,000

その他の流動資産 550

(1) １株当たり純資産額 1,223円43銭

(2) １株当たり当期純利益 165円49銭

９. 関連当事者との取引に関する注記

子会社及び関連会社

（注) 資金の貸付については、市場金利を勘案して利率を合理的に決定しております。

10. １株当たり情報に関する注記

11. 重要な後発事象に関する注記

該当事項はありません。

12. その他の注記事項

記載金額は千円未満の端数を切り捨てて表示しております。
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